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�愛媛県告示第１１９９号
仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

�愛媛県告示第１１９７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

呼 吸 器 機 能 障 害 外 科 医療法人弘友会加戸
病院 加 戸 秀 一 大洲市若宮５４８番地 平成

２３年１０月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 岩 城 寛 尚 東温市志津川 平成

２３年１０月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 医療法人沖縄徳洲会
宇和島徳洲会病院 荒 深 景 一 宇和島市住吉町２丁目６番２４号 平成

２３年１０月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 金 子 由 梨 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成
２３年１０月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号 セイコー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２３年
１０月１日

青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４ セイコー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２３年
１０月１日

なでしこ薬局 東温市志津川２４６－６ 株式会社メディック・ユー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２３年
１０月１日
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平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境の実態把握及び今後の

労働施策検討のための基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

常用労働者が５人以上の県内民間事業所（平成２１年経済センサ

ス－基礎調査）

３ 報告を求める事項

� 事業所の概要に関すること。

� 企業としての意識に関すること。

� 育児休業制度及び労働者の育児に対する援助に関すること。

� 介護休業制度及び労働者の家族の介護に対する援助に関する

こと。

� パートタイム労働者の育児・介護休業制度の利用に関するこ

と。

� 子の看護のための休暇に関すること。

� 要介護状態にある家族の介護のための休暇に関する事項。

� 配偶者出産休暇制度に関すること。

	 両立支援のために行政に期待すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成２３年１０月１日（土）

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出された２，０００事業所の

事業主

６ 報告を求めるために用いる方法

郵送配布及び郵送回収によるアンケート調査

７ 報告を求める期間

平成２３年１１月１０日（木）から同年１２月９日（金）まで

�������
�愛媛県告示第１２００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市氷見地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・大兵衛・蔵井地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１０月１７日から平成２３年１１月１４日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１２０１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（１／５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２３年１０月１４日から

平成２４年３月２３日まで

３ 作業地域 松山市北条地区

�������
�愛媛県告示第１２０２号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・飯岡高砂地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり縦覧に

供する。

平成２３年１０月１４日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

飯岡高砂地区）計画書の写し

� 西条市市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条

例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１０月１７日から１１月１４日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�愛媛県告示第１２０３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１０５２８号 平成１９年
１１月１１日 �坂本重機建設 坂本 和男 松山市食場町甲１６７－５ 平成２３年

９月８日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１３８６２号 平成１９年
１１月１２日 �アクセル松山 �岡 清和 松山市三杉町８－５ 平成２３年

９月２０日 電気通信工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第５８２０号 平成２２年
１１月２１日 �青井建設 青井 宗基 松山市北梅本町甲６２７－

４
平成２３年
９月２１日 電気工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第１１２９１号 平成１８年
９月２５日 �山本鉄筋 山本 盛男 松山市祇園町７－１５ 平成２３年

９月２２日 鉄筋工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号

８７８
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�愛媛県告示第１２０４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１２０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１２０６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－２０）第１４１７３号 平成２１年
１月４日 友栄通信建設� 飯塚 政二 松山市味酒町３－８－２ 平成２３年

９月２６日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１５１１２号 平成１９年
８月３０日 �優美 渡部 英雄 松山市永木町１－７－１

－２０１
平成２３年
９月２９日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１１５１９号 平成１９年
５月２３日 �森内建設 森内 利秋 伊予郡松前町大字西小泉

４４－２
平成２３年
９月３０日 建築工事業 建設業の廃止

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県総合科学博物館自然
環境展示改修業務一式

愛媛県教育委員会事務
局管理部生涯学習課生
涯学習推進係
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２３年９月２８日
株式会社ムラヤマ大阪支
店
大阪府大阪市西区土佐堀
一丁目４番１１号

４６，０００，５００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＥＰ－ＷＡＮシステム一式の借入れ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２３年９月２１日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

９３６，０７５円
（月額） 一般競争入札 平成２３年８月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第３３号

平成２３年１０月５日
伊予郡砥部町高尾田５２０番１

東温市見奈良１２４３番地２

松山刑務所官舎Ｅ棟２０２号

安 野 洋 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第３２号

平成２３年１０月４日
伊予郡松前町大字上高柳字新鎌６３３番３

松山市南吉田町１４５５番地１

フォブール南吉田１０４号

渡 部 洋 平

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号

８７９



公 告

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成２３年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第２別館６階大会議室

２ 試験の日時

平成２４年２月１７日（金）１３時００分

３ 試験願書の提出期間

平成２４年１月６日（金）から１月１３日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局医療対策課

�������
�公 告

愛媛県物産観光センターの指定管理者の募集について

愛媛県物産観光センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成２３年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県物産観光センター（以下「センター」という。）の概要

１ 所 在 地
愛媛県松山市大可賀二丁目１番２８号（アイテムえひ

め３階）

２ 設 置 目 的

県物産の展示、紹介及びあっせんを行うとともに、

県内の観光及び産業に関し、情報提供及び展示を行

う。

３ 施 設 規 模

� 物産展示ゾーン 約６０５�
� 観光情報ゾーン 約３５６�
� 産業紹介ゾーン 約３１４�
� その他 約３７６�

４ 業 務 概 要

� 県物産の調査及び紹介に関すること。

� 県物産の展示及びあっせんに関すること。

� 県内の観光及び産業に関し、情報の提供及び収

集を行うこと。

� 県内の観光及び産業に関し、展示を行うこと。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務の実施に関する業務

� 県物産の展示及びあっせんの承諾に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県物産観光センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第６４号）

の規定によるほか、センターの管理運営を行うに当たっては、関

係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成２４年３月１日から平成２６年３月３１日までの２年１月間（予

定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、センターの指定管理者の募集に係

る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法人等」

という。）で、次の条件を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）を設置

する、又は設置しようとする法人等

イ 次のいずれにも該当しない法人等

� 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条

の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）

等の規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法

人等

� 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製

造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に

基づく入札参加資格停止措置を受けている法人等

� 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納してい

る法人等

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項

の規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

	 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等


 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれ

かに該当する者がいる法人等

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ない者

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

ｄ 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に

該当する者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成２３年１０月２８日（金）から

１０月３１日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号

８８０
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られるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。ただし、申請者が１団

体のみであった場合には、審査会による審査を省略する場合が

ある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成２３年１０月３１日（月）から１１月４日（金）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれ

らに準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

愛媛県経済労働部観光国際局観光物産課県産品振興係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４９３

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
愛媛県選挙管理委員会事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２３年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県選挙管理委員会事務専決規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙管理委員会事務専決規程（平成２０年３月愛媛県選挙管理委員会告示第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管

理委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員

会委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙

管理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

 政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年１１月自治省告示第

１６５号）第２条第７項の規定に基づき候補者又は候補者届出政党

（同条第１項に規定する候補者届出政党をいう。）が政見放送を

行うことができる基幹放送事業者（同条第１項に規定する基幹放

送事業者をいう。）及び当該基幹放送事業者の放送設備により行

うことができる政見放送の回数を定めること。

�～� 省略

２ 省略

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管

理委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員

会委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙

管理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

 政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年１１月自治省告示第

１６５号）第２条第７項の規定に基づき候補者又は候補者届出政党

（同条第１項に規定する候補者届出政党をいう。）が政見放送を

行うことができる一般放送事業者

及び当該一般放送事業者の放送設備により行

うことができる政見放送の回数を定めること。

�～� 省略

２ 省略

附 則

この規程は、告示の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２３年１０月１４日

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号
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愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２２項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長

（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同

じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同

法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同

じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者自立支援法（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１３項に規定する障害者支援施設及び同条

第２３項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる

施設をいう。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県

委員会に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長

又は選挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と

同様とする。

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２２項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長

（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同

じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同

法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同

じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者自立支援法（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施設及び同条

第２２項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる

施設をいう。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県

委員会に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長

又は選挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と

同様とする。

附 則

この規程は、告示の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２３年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２３年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

２１世紀維新クラブ 池 本 俊 英 立 川 さゆり 松山市西長戸町９６１－１ 平成２３年９月２２日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

稲田てるひろ後援会 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町西古泉５７９－１ 伊予郡松前町昌農内９６－１ 平成２３年９月１日

自由民主党愛媛県電気通
信支部 代 表 者 山 本 信 久 白 石 春 三 平成２３年９月５日 政党の支部

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２３年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６６号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

新居浜市立慈光園 新居浜市滝の宮町

２－１

昭和３８年１０月２９日

ふたば荘 省略 ふたば荘 省略

省略 省略

おくらの里 省略 おくらの里 省略

新居浜市立慈光園 新居浜市西の土居町

一丁目６－２０

平成 年 月 日

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年１０月１４日

愛媛県立中央病院長 梶 原 眞 人

白石とおる後援会 代 表 者 白 石 真奈美 星 加 勲 平成２３年９月７日

清水まさふみ後援会 主たる事務所の所在地 南宇和郡愛南町越田９９ 南宇和郡愛南町御荘平城３７４２－１ 平成２３年９月１２日

代 表 者 小埜山 貴 久 中 田 廣

井上六廣後援会 代 表 者 山 下 武 久 浅 井 寛 平成２３年９月２６日

自由民主党宇和島支部 会 計 責 任 者 山 下 良 征 山 内 秀 樹 平成２３年９月２７日 政党の支部

ほっとけない市民の会宇
和島 主たる事務所の所在地 宇和島市栄町港三丁目７－１０ 宇和島市築地町一丁目２－１０ 平成２３年９月２７日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

武田元介と市政を変革する会 兵 頭 喜 夫 平成２３年３月３１日

井 上 六 廣 後 援 会 山 下 武 久 平成２３年９月２０日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）
約７４０，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２３年９月２６日
朝日エナジー有限会社
愛媛県今治市古谷甲５４
８－１

６３．０７３５円 一般競争入札 平成２３年７月２９日

平成２３年１０月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１０月１４日 第２３１０号

８８３


